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最高裁判所事務総局総務局第三課長 定 宏久 朋

訴訟等関係人の尋問，供述等の記録媒体への保存等に関する

事務の取扱いについて（事務連絡）

年5月31日付け最高裁総三第47号総務局長，情報政策課平成29年5月31日付け最高裁総三第47号総務局長，情報政策課長通達「訴

訟等関係人の尋問，供述等の記録媒体への保存等に関する事務の取扱いについて」

（以下「本件通達」という。）に基づく標記の事務の具体的な運用イメージ等につ

いては，平成30年2月28日付け当職事務連絡「訴訟等関係人の尋問，供述等の

記録媒体への保存等に関する事務の取扱いについて」により示されているところで

すが，平成31年度から録音反訳業務の運用が変更されることに伴い，改めて，平

成31年4月1日以降の具体的な運用イメージ等を別紙1から別紙8のとおり作成

しましたので，各庁において，事務処理態勢の確認や,留意点を共有する際の参考



にしてください。

なお, 簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所から連絡してください。

､



(別紙1）

II 録音等から消去までの運用イメージ(デジタル録音機を用いる場合）録音等から消去までの運用イメージ(デジタル録音機を用いる場合）

’「①録音

担当書記官等は,法律又は最高裁判所規則の規定により,裁判所若しくは裁判長の命若しくは許可若しくは当事者の申出に基

づき訴訟等関係人の尋問,供述,陳述又はこれらの状況について,庁用のデジタル録音機を用いて録音を行う(本件通達記第2)。

'留意点>o要溌顎讓需麓蕊需瀦鷆蕊鶉5燃嘉畿議蕊黙黒鷆霧募謡
用について」記第4の1）。

○ 事件を担当する裁判所書記官については，証人尋問等記録を録音反訳方式で利用するとき以外について
も，録音ミスを防ぐために, 2台のデジタル録音機を用いて同時に録音をすることが相当である。

たっては,｜
|- _,1国■ 鴎

○ 録音に当
いては直接

したデジタル録
対応機について

酌》錘 応機」という。）につ

、〃

「 ’②法廷等から執務室への証人尋問等記録の運搬

|箪豐……‐瞳,：……寵……薑…職。’
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に録音をした証入
る（本件通達記第

厘壗慨\：して保管し、
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「 ’

担当書記官識壁寧↓饗囑驚蕊鋪誕識蛎錨調窒蕊榊通達記第3の'の（1） ■は
■ ロこ保存されている当該証人尋問等記録を消去する(本件通達記第3の2の(2))。
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「 ’④証人尋問等記録の■■■又は 、の保存

事件を担当する裁判所書記官は,③で自身の裁判所支給端末に保存した証人尋問等記録を,別紙6の｢想定している使用場
面｣欄に掲げる場面に応じて,「保存用記録媒体｣欄に掲げる記録媒体に保存する(本件通達記第3の1の(3))。．

「⑤担当書記官等の裁判所支給端末に保存した証人尋問等記録の消去

担当書記官等は,③で自身の裁判所支給端末に保存した証人尋問等記録を,別紙7の｢証人尋問等記録の用途｣欄に掲げる
用途に応じて,「消去時期｣欄に掲げる時に消去する(本件通達記第3の2の(1))。

L留菖皇->oの鏑;難撫黙蝋鰯舞襲醗灘鱸群保存しているときは,自身
○ 当事者等からの複製申請に基づく複製作業のため，保存用記録媒体に記録された証人尋問等記録を一時
的に■ ｜に保存したときは,当該複製作業が終了した時に消去する。

担当書記官等は,①によーはI こ録音をした証人尋問等記録を

､… 篭騨層

既…
‐ 、’

③証人尋問等記録の担当書記官等の裁判所支給端末への保存



(別紙2）

I I録音等から消去までの運用イメージ(音声認識システムを用いる場合）
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②－1更新用記録媒体の作成

|… ○ 更新用記録媒体の消去（廃棄）は，裁判員記録媒体通達記第3の6に定めるところによる。
、〆

「 ’②－2証人尋問等記録のポータブルハードディスクへの出力
一 一

!↓函｡聡鯛聯織協鰯詞蕊撚嫡鰄蕊鱗蕊辮鐙いて論”
｢③－1証人尋問等記録(映像‘音声及び認織結果のﾘﾝｸﾃｰﾀ)の評議室における利用③－1証人尋問等記録(映像,音声及び認繊結果のﾘﾝｸデータ)の評議室における利用

国壷>oﾊ準崇鰯溌蕊態註職蕊鐵鰯譲懸総脇浮群議鑪撚磯
第3の2の(2)。

○ 評議室に設置された裁判所支給端末にインストールされた音声認餓システムに取り込んだ証人尋問等記録（映像，音
声及び認織結果のリンクデータ）は，遅くとも，裁判員裁判の全ての審理が終了し評議を行う可能性がなくなった時に
消去する（本件通達記第3の2の(2)。
なお，裁判官において消去する運用であっても，事件を担当する裁判所書記官は，確実に消去されているかを確認す
るとともに，消去されていないときは，自ら消去する。

玉Z

「③－2証人尋問等配録の執務室への運搬及び裁判所書記官の裁判所支給端末への保存

事件を担当する裁判所書記官は,②－2で出力した証人尋問等記録を保存したポータブルハードディスクを執務室に運搬し,当該証人尋
問等記録を自身の裁判所支給端末に保存した上で(本件通達記第3の1のI1)) ,ポータブルハードディスクに保存されている当該証人尋問等
記録を消去する(本件通達記第3の2の(2))。

、ノ

「④－1検察官･弁護人への証人尋問等記録(音声及び認識結果のﾘﾝｸデータ)の便宜供与
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｢④ ｜ 目－2－1証人尋問等記録(音声データ)の の記録

証人尋問等記録(音声データ）がI Iこ保存されていること及びこれらの記録媒体に保存した証人尋問等記録
倍声データ）が再生可能であることを確認する。

■■■■■■こ保存した証人尋問等記録(音声ﾃｰﾀ）の消去は,他の通達に定めるところによる。J厩局：
｢④-2-2裁判所書記④－2－2裁判所書記官の裁判所支給端末に保存した証人尋問等記録(音声データ)の消去
－

｢冒憲斎~＞ ■■■■■■こ証人尋問等記録
と同時に消去する。

のため，保存用記録媒体に保存
作業が終了した時に消去する。

○ 各庁の実情に応じてバツ
端末に保存した証人尋問等

o邑看等からf駕溌

クアップ等のため｜
記録を消去するの

に基づく複製作業
ときは，当骸複製

事件を担当する裁判所書記官は,法律又は最高裁判所規則の規定により,裁判所若しくは裁判長の命若しくは許可若しくは当事者の申出
に基づき訴訟等関係人の尋問,供述,陳述又はこれらの状況について,音声認識システムを用いて録音等を行う(本件通達記第2)。

剛議懸事件を担当する裁判所書記官は,音声認識システムから出力した映像及び音声データを
る(本件通達記第3の1の(3),平成21年5月19日付け最高裁総三第000508号総務局長通

,更新用記録媒体を作成す

る刑事裁判における訴訟関
夕

係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録等に関する事務の取扱いについて｣(以下｢裁判員記録媒体通達｣という｡)記第3の1，同2)。
｡

◆

事件を担当する裁判所書記官は,①により録音等をした証人尋問等記録を,音声認識システムからポータブルハードディスクに出力する．

(本件通達記第3の1の(2)のイ)。

②－2で出力した証人尋問等記録(映像,音声及び認識結果のﾘﾝｸデータ)を保存したポータブルハードディスクを評議室に運搬し,当該

データを評議室に設置された裁判所支給端末にインストールされた音声認識システムに取り込む(本件通達記第3の1の(2)のウ)。

事件を担当する裁判所書記官は,検察官又は弁護人から申出があるときは,便宜供与として証人尋問等記録(音声及び認識結果のリンク
データ)を提供する手続を行う。

事件を担当する裁判所書記官は,③－2で自身の裁判所支給端末に保存した証人尋問等記録(音声データ)を,別紙6の｢想定している使
用場面｣欄に掲げる場面(ただし,音声認識システムを利用しない手続に関するものを除く｡)において｢保存用記録媒体｣欄に掲げる記録媒

函 pに保存する(本件通達記第3の1の(3))。

事件を担当する裁判所書記官は,③－2で自身の裁判所支給端末に保存した証人尋問等記録(音声データ)を,別紙7の証人尋問等記録
の用途欄に掲げる用途(ただし,音声認識システムを利用しない手続に関するものを除く｡)に応じて,消去時期欄に掲げる時に消去する(本
件通達記第3の2の(1))。



(別紙3〉

I 1複製用配録媒体の貸出しから返還までの運用イメージ
畦 一一一 一

｜
’「①複製用配録媒体の貸出し
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考え 旦当畜罷目寺は,｜
こ収納する方法に
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ロ当該複製用記録媒体を施
4の2の(2)。

写 一ｌ
ｆ ↓

｜

｜

’②貸出しを受けた複製用配録媒体の保管

！
担当書肥官等は,複製用記録媒体の貸出しを受けたときは,当該複製用記録媒体を施錠のできる場所に収納する方法に
より保管する(本件通還鯉第4の2の(2))。

｢冒蚕斎~＞ 管し，執務室と法廷等の間の
し入れしない等，紛失を防止

○ 特に，小
運搬の際も

ついては

て，運搬
# ■■■

中は 中身を出

するための措置を鱒じる。

’｢③貸出しを受けた複製用配録媒体の返還

担当書記官等は,貸出しを受けた複製用配録媒体を利用する必要がなくなったときは,直ちに主任書記官等に返還する(本

件通達記第4の2の(3))。

｢冒憲斎~＞ ○ 担当書記官等は，返還前に，複製用記録媒体内のデータが確実に消去されていることを確記する。
○ 主任寄記官等は，帳簿に記載する等して，複製用記録媒体の返還枚数等を管理する。
○ 主任書記官等は，必要に応じ・て，複製用記録媒体内のデータが確実に消去されていることを確認する。

｡こ嬢騨麓除罫書寵官等の不在もの理由によりF出しを受けた襖製周雫媒体の遍還をする
○ 主任書記官等が配置されていない独立簡裁の場合や主任書記官等の不在等の理由により貸出しを受けた

複製用記録媒体の返還をすることができない場合は，担当書記官等において，証人尋問等記録が自身の裁
判所支給端末に配録されていること，記録されている証人尋問等記録が再生可能であること及び当骸複製
用記録媒体内のデータが確実に消去されていることを確認の上，当骸複製用記録媒体を施錠のできる場所

においても，紛失を防止するため，小型の記録媒体である■■
で保管する等紛失を防止するための措置を鵠じる。
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主任書記官等は,担当書記官等が複製用記録媒体を利用する必要が生じたときは,担当書記官等にその保管する複製用

記録媒体を貸し出すことができる(本件通達記第4の2の(1))。

’



(別紙4）

聿仔書記官等による複製用記録媒体の保管及び複製用記録媒体の数の点検のイメージ

1複製用嚴瞬媒体の保管（本件通達記第4）

（1）各庁の実情に応じて，主任書記官等の中から，複製用記録媒体を保管する者（以下「保管罰とい

う。）を定める。

尿才ﾌ11

。’ ■を保管者と定めることもできる。

・ -部の独立簡裁のように主任書寵官等が配置されていない庁については｡｜
-’ ｜を保管者と定めること力湘当である。
・保管者を各部課室の主任書記官等と定める場合であっても,’

’

Ｆ
ｌ
ｌ
ｈ こは，できる限り，

を保管者と定めること力噸当である。

（2）保管者は,複製用罷録媒体の保管枚数や貸出状況を管理する。

尿マフ同

・ 別紙様式を参考に，複製用能録媒体の保管枚数や貸出状況を記載するための帳簿を作成することが

考えられる。

（3）保管者は，複製用記録媒体力紛失することのないように保管する。

厭才ﾌｰﾛ

.’複製用記録媒体は，施錠のできる場所に収納する方法により保管する。

。1 1については,｜ ｜等して保管すること力湘当である。
2 複製用記録媒体の数の点検(本件通達記第5）

保管者は，その保管する複製用記録媒体の数及び担当書記官等に貸し出した複製用記録媒体の数について，

毎年1回以上定期的に，及び異動等により事務の引継ぎを行う場合にはその都度，自ら点検を行い，その結

果を所属する裁判所の首席書記官に報告する。

床才ﾗ~F1

・ 帳簿を作成して複製用記録媒体を管理している場合には，帳簿と現物とを対照する方法により行う

こと力堵えられる。

3 複製用記録媒体の総数管理

1つの庁で複数人の保管者を定めるときは 各庁の実情に応じて，保管者の中から庁全体の複製用記録媒

体の総数管理を行う者（以下｢記録メディア担当割という。）を1人又は複数人定め，以下…､ら④ま

でのような運用を行うこと力堵えられる。

① 記録メディア担当者は,首席書記官から，各保管者が行った複製用記録媒体の数の点検の結果について

情報提供を受け,庁全体の複製用記録媒体の総数を把握する。

② 記録メディア担当者以外の保管者は,必要数量以上の複製用記録媒体があるときは，これを記録メディ

ア担当者に引き継ぎ 記録メディア担当者は 引継ぎを受けた複製用記録媒体を保管する。



③ 記録メディア担当者以外の保管者I式複製用記録媒体の追加配布力泌要なときは,記録メディア担当者

に追加配布を要望し，記録メディア担当詞ま，保管している複製用記録媒体の中から配布する。

④会計 峰･用度)課に対する複製用記録媒体の購入の要望は,記録メディア担当者が~括して行う。

床冒7ﾌ71

・記録メディア担当者を定める目的は,複製用記録媒体の総数管理を行い，庁全体で必要数量以上の

複製用記録媒体が存在することのないようにすることにある。

・ 保管者のうち誰を記録メディア担当者とするか, 記録メディア担当者の員数を何人とするかについ

ては，各庁において，その実情に照らして，柔軟に検討されることを想定している6したがって，各

庁における検討の結果，例えば 民事部,刑事部に1人ずつとしたり，地裁及び家裁を含めて1人と

したり，本庁及び支部を含めて1人としたりすることも妨げられない。



(別紙5）

各種複製用記録媒体の想定している使用場面

複製用記録媒体 想定している使用場面

デジタル録音機で録音をした証人尋問等記録の裁判所内部にお

ける運搬｜を含
’

む。）

ポータブルハード

ディスク

音声認識システムから出力した証人尋問等記録の裁判所内部に

おける運搬



(別紙6）

各種保存用記録媒体の想定している使用場面

想定している使用場面保存用記録媒体

調書の記載に代わる録音テープ等への記録（民事訴訟規則第68

条第1項（他の規則において準用する場合を含む。））

公判調書における録音体の引用（刑事訴訟規則第52条の20）
『一一壷一一』一一一一一

裁判員等選任手続における録音体の引用（裁判員の参加する刑事

裁判に関する規則第30条）
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

…

通訳人の付された証人尋問等を録取した録音体（平成元年11月

30日付け最高裁総三第33号総務局長，刑事局長通達「通訳人

の付された証人尋問等を録取した録音体の保管等に関する事務

の取扱いについて」記1）

証人等の陳述の調書記載の省略等（民事訴訟規則第170条第2

項，同第227条第2項，民事保全規則第7条第2項，同第8条

第3項，配偶者暴力等に関する保護命令手続規則第3条第2項，

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随す

る措置に関する規則第25条第2項）
一一一一■一一一一一一一一

録音反訳における利用(■■~ ｜を利用する場合を除く。）

’ ビデオリンク方式による証人尋問等の記録（刑事訴訟法第157

条の4第3項，裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第65条

第3項）

更新用記録媒体の作成（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
'

第65条第1項）

音声認識システムから出力した証人尋問等記録の録音反訳にお

ける利用



、

－ ｜を使用する場面において，

場合における利用

では容量が不足する

I



(別紙7）

担当書記官等の裁判所支給端末に内蔵された記録媒体に保存

した証人尋問等記録の消去時期

左欄の用途に応じて，右欄に掲げる時期に消去する。

証人尋問等記録の用途 消去時期

調書の記載に代わる録音テープ等への記

録における利用（民事訴訟規則第68条

第1項（他の規則において準用する場合

を含む。））

証人尋問等記録を保存用記録媒体に記録

した時

公判調書における録音体の引用における

利用 (刑事訴訟規則第52条の20）

同上

裁判員等選任手続における録音体の引用

における利用（裁判員の参加する刑事裁

判に関する規則第30条）

同上

通訳人の付された証人尋問等を録取した

録音体の作成における利用（平成元年1

1月30日付け最高裁総三第33号総務

局長，刑事局長通達「通訳人の付された

証人尋問等を録取した録音体の保管等に

関する事務の取扱いについて」記1）

同上

ノ

〆

証人等の陳述の調書記載の省略等におけ

る利用(民事訴訟規則第170条第2項，

同第227条第2項，民事保全規則第7

条第2項，同第8条第3項，配偶者暴力

等に関する保護命令手続規則第3条第2

同上



項,犯罪被害者等の権利利益の保護を図

るための刑事手続に付随する措置に関す

る規則第25条第2項）

次の①，②又は③のうちいずれか遅い時

① 裁判員裁判にあっては，判決宣告の

日から14日経過した時

② 調書の記載の正確性に対する異議申

立てをすることができる手続にあって

は，異議申立期間が経過した時

③ 調書が完成した時 ．

録音反訳における利用

次の①又は②のうちいずれか遅い時

① 刑事事件にあっては，公判調書を整

理した時

② 録音等をした目的を達した時

上記以外



(別紙8）

｜ ド傷対応機の運周ｲﾒｰｼﾞ
1 保管

紛失のないよう保管する。

床ﾌrSR

FI BF対応機は,| 静の複製用記録媒体と同様ﾌﾗｲﾊｼｰに関する情報を多く
含む証人尋問等記録を保存するため，情報セキュリティの観点から，紛失のないように管理する必要

｜ ■F対応機は,｜ 辱の複製用記録媒体と同様ﾌﾗｲﾊ‘
含む証人尋問等記録を保存するため，情報セキュリティの観点から，紛失の】

がある｡この趣旨から,｜ ■F対応機を■又I■で保管する隙こは， 際の繊用
記録媒体と同様に，主任書記官等が,施錠のできる場所に収納する方法により保管するとともに,《各

庁の実情に応じた方法により貸出状況を把握しておくこと力湘当である。

なお-部の独立簡裁のように主任害寵官等が配置されていない庁については,｜ ト《保管す
ること力湾えられる。

･| ;F対応機を紛失した場合,会計法令上の規定に基づいて備品の亡失の報告を行うととも
に，証人尋問等記録力嘱えいし，又は漏えいしたおそれがあると認めたときは 本件通達記第6に基

づく報告を要する。

2 使用

担当書龍官等は｜ 隣対応機を便扇する必要力性じたときにこれを借り受け･法建等に持参して
使用する。

Wan

・主任書記官等又'咽■坏在となる場合等のため,担当書記官等において,これらの者があら
かじめ指定する場所から必要な’ 畦F対応機を借り出し,事後的に報告するという運用も考え
られる。この場合には，いつ誰力惜り受けたかを把握することができる態勢を構築しておくこと力湘

当である。

なお,担当昏記官等があらかじめ借り受けた｜ ドド対応機を保管する場合は’上龍'と同様，
施錠のできる場所に収納する方調こより保管すること力湘当である。

3 返還

担当書記官等は｜ ド傷対応機を使用する必要がなくなったときは直ちに返還する。
願7ﾌﾟﾛ

1 1

・担当書記官等は,返還前{訓 のﾃｰﾀが確実に消去されていることを確認する。

・情報ｾｷｭﾘﾃｨの観点がら,主任書記官等において,必要こ応じて,| I対応細■■
ゆﾃｰﾀが確実に消去されていることを確認すること力湘当である。

なお,機種ごとに運用を統一することで消去の有無を確認すべき’ 睡囲を明確にするた
め,l 噸機については| |を使用することは想定していない。

・ 情報セキュリティ上の観点から紛失を腕l上するとともに 事後の録音事務に支障を来さないために

も,担当書記官は,主任書記官等又I調 の不在等の理由により貸出しを受けた’ 繩

壁厘還することができないときを除き
’

1



(別紙様式）

複 製 用 記 録 媒 体 管 理 簿

複製用記録媒体の種別

｜ 貸 出 枚受入・払出等

昌 …△藩………
記録メ

年 月 日
ディア担

破損
当者から
受 入

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

貸 出 枚 数受入・払出等

貸出後
残枚数|難急

,当者から
| 受 入

記録メ

ディア担
当者へ
払 出

年 月 日
A書記官 B書記官 c速記官 D速記官破損廃棄 ■■。’

前帳簿から引継

？’●

● 由

●

－

■■●

Ｉ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
川
川
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
，
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
二
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ⅲ
Ⅲ
１
１

｜
｜
’

● - ●

● ■

｜
’

●

次帳簿へ引継

※貸出枚数は，返還を受けたときは「-1」等と記載



(別紙様式） 【記載例】

複 製 用 記 録 媒 体 管 理 簿 、

複製用記録媒体の種別

受入・払出等 貸 出 枚 数

貸出後
残枚数

記録メ

ディア担
当者へ
払 出

年 月 日 保管枚数
破損廃棄 A書記官 B書記官 C速記官 D速記官

｜’

前帳簿から引継 12 3 72

29 ． 10． 3 2 10 －3 2 －2 8

29 ． 10 ． 4 3 7 3，－3 －2 7

29 ． 10 ・ 5 1 8 3，－3 8

29 ． 10 ． 6 8 3，－3 8

29 ．10 ． 9 8 3，－3 8

29 ． 10･ 10 8 2，－2 2，－2 8

29．10．11 8 3 5

29 ．10 ．12 8 5-3 3

’2 121
121211

29 ．10 ．13 2 10 -3 2 2

６
｜
｜
｜
６｜

’
次帳簿へ引継 '01

※貸出枚数は，返還を受けたときは「-1」等と記載


